
金
不
足
比
率
は
、
公
営
企
業
会
計
ご
と
に
算

定
す
る
も
の
で
、「
健
全
」、「
経
営
健
全
化
」

の
２
段
階
に
区
分
さ
れ
ま
す
）

　

町
の
平
成
20
年
度
決
算
に
お
け
る
各
指
標

の
状
況
は
、
上
図
の
と
お
り
と
な
り
、
平
成

19
年
度
決
算
に
引
き
続
き
、
基
準
を
超
え
た

も
の
は
な
く
、
健
全
段
階
に
あ
り
ま
す
。

用
語
の
説
明

●
財
政
健
全
化
法

　

従
来
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
再

建
制
度
は
、
普
通
会
計
の
赤
字
額
が
標
準
財

政
規
模
の
20
％
を
超
え
る
と
い
き
な
り
レ
ッ

　

平
成
19
年
6
月
に
「
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
財

政
健
全
化
法
」
と
い
う
）
が
成
立
し
、
地
方

公
共
団
体
は
、
平
成
19
年
度
決
算
か
ら
財
政

の
健
全
化
を
測
る
4
つ
の
指
標
（
実
質
赤
字

比
率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費

比
率
、
将
来
負
担
比
率
）
を
公
表
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
公
営
企

業
に
つ
い
て
も
資
金
不
足
比
率
の
公
表
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

地
方
公
共
団
体
は
健
全
化
判
断
比
率
に
よ

り
、「
健
全
」、「
早
期
健
全
化
」、「
財
政
再
生
」

の
3
つ
の
段
階
に
区
分
さ
れ
、
早
期
健
全
化

段
階
や
財
政
再
生
段
階
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
「
財
政
健
全
化
計
画
」
や
「
財

政
再
生
計
画
」
を
策
定
す
る
な
ど
し
て
財
政

の
健
全
化
を
図
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。（
資

連結実質赤字比率…「－」（参考：連結実質黒字比率…14.99％）

健全段階 早期健全化段階 財政再生段階
0％ 19.15％ 40.00％

平成 20 年度

全会計を対象とした実質赤字（または資金の不
足額）の標準財政規模に対する比率です。

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額

標準財政規模

計
算
式

※実質収支、連結実質収支が黒字のため、実質
赤字比率、連結実質赤字比率は「－」で表示。 健全化判断比率
実質赤字比率…「－」（参考：実質黒字比率…6.43％）

健全段階 早期健全化段階 財政再生段階
0％ 14.15％ 20.00％

平成 20 年度

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規
模に対する比率です。

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

計
算
式

●一般会計等
普通会計に相当する会計
（本町の場合は、一般会
計＋住宅新築資金等貸付
事業特別会計）
●標準財政規模
地方公共団体が標準的な
状態のとき、通常収入さ
れるであろう経常的一般
財源の規模

平
成
平
成
2020
年
度
年
度

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
を

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
を

公
表
し
ま
す

公
表
し
ま
す



公共下水道事業特別会計…「－」

水道事業会計…「－」

健全段階 経営健全化段階
0％ 20.0％

平成 20 年度

健全段階 経営健全化段階
0％ 20.0％

平成 20 年度

ド
カ
ー
ド
が
出
て
「
財
政
再
建
団
体
」
と
な

り
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
と
も
い
え
る
注
意
喚

起
の
段
階
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

特
別
会
計
や
企
業
会
計
に
い
く
ら
累
積
赤
字

が
あ
っ
て
も
財
政
再
建
団
体
と
は
な
ら
ず
、

地
方
公
共
団
体
の
実
際
の
姿
を
反
映
し
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
財
政
健
全
化
法
で
は
、「
早
期
健
全

化
」（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）
と
「
財
政
再
生
」

（
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）
の
２
段
階
で
財
政
悪
化

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
特
別
会
計
や

企
業
会
計
も
併
せ
た
連
結
決
算
に
よ
り
地
方

公
共
団
体
の
財
政
状
況
を
よ
り
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。　
　

●
早
期
健
全
化
（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）

　

上
図
の
各
指
標
の
比
率
が
、
早
期
健
全
化

基
準
を
1
つ
で
も
超
え
る
と
、
そ
の
団
体
は
、

「
財
政
健
全
化
計
画
」
を
策
定
し
、
自
主
的

な
改
善
努
力
に
よ
り
財
政
健
全
化
を
図
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

●
財
政
再
生
（
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）

　

上
図
の
各
指
標
の
比
率
が
、
財
政
再
生

基
準
を
1
つ
で
も
超
え
る
と
、
そ
の
団
体
は
、

「
財
政
再
生
計
画
」
を
策
定
し
、
国
な
ど
の

関
与
の
も
と
確
実
な
財
政
再
生
を
図
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

●資金の不足額
一般会計等の実質赤字に相当
するものとして、公営企業会
計ごとに算定した額。水道は、
流動負債等から流動資産と解
消可能資金不足額を引いた額。
下水道は、繰上充用額と支払
繰延額・事業繰越額等から解
消可能資金不足額を引いた額。

●事業の規模
　料金収入など主たる営業活
動から生じる収益等に相当す
る額。水道は、営業収益の額
から受託工事収益の額を引い
た額。下水道は、営業収益に
相当する収入の額から受託工
事収益に相当する収入の額を
引いた額。

実質公債費比率…11.8％

健全段階 早期健全化段階 財政再生段階
0％ 25.0％ 35.0％

平成 20 年度

一般会計等が負担する元利償還金（交付税充当
分を除く）と準元利償還金の標準財政規模に対
する比率です。

実質公債費
比率

＝
（❶＋❷）－（❸＋❹）

標準財政規模－❹
の 3ヵ年平均

計
算
式

❶元利償還金
❷準元利償還金
イ満期一括償還地方債につい
て、償還期間を 30 年とする
元金均等年賦償還をした場合
の１年当たりの元金償還金相
当額　ロ一般会計等から一般
会計等以外の特別会計への繰
出金のうち、公営企業債の償
還の財源に充てたと認められ

るもの　ハ一部事務組合等へ
の負担金・補助金のうち、組
合等が起こした地方債の償還
の財源に充てたと認められる
もの　ニ債務負担行為に基づ
く支出のうち公債費に準ずる
もの　ホ一時借入金の利子
❸特定財源
❹元利償還金・準元利償還金
に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率…84.7％

健全段階 早期健全化段階
0％ 350.0％

平成 20 年度

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標
準財政規模に対する比率です。

将来負担比率 ＝
❶－（❷＋❸＋❹）

標準財政規模－❺

計
算
式

❶将来負担額
イ一般会計等の当該年度の前
年度末における地方債残高　
ロ債務負担行為に基づく支出
予定額　ハ一般会計等以外の
会計の地方債の元金償還に充
てる一般会計等からの繰入見
込額　ニ本町が加入する一部
事務組合等の地方債の元金償
還に充てる本町からの負担等
見込額　ホ退職手当支給予定
額（全職員に対する期末要支
給額）のうち、一般会計等の
負担見込額　へ本町が設立し
た一定の法人の負債の額、そ
の法人のために債務を負担し

ている場合の当該債務の額の
うち、当該法人等の財務・経
営状況を勘案した一般会計等
の負担見込額　ト連結実質赤
字額　チ一部事務組合等の連
結実質赤字額相当額のうち一
般会計等の負担見込額
❷充当可能基金額
イからへまでの償還額等に充
てることができる地方自治法
第 241 条の基金
❸特定財源見込額
❹地方債現在高等に係る基準
財政需要額算入見込額
❺元利償還金・準元利償還金
に係る基準財政需要額算入額 資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。
本町は、水道事業と公共下水道事業が対象となります。

資金不足比率 ＝
資金の不足額

事業の規模

計
算
式

※経営健全化基準とは、早期
健全化基準に相当する基準。
※資金不足額がないため、資
金不足比率は「－」で表示。

企
画
財
政
室
財
政
課
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・
2
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2


